
医療保険制度の諸課題に関する

検討内容の中間取りまとめ

平成7年8月4日

医療保険審議会

1　はじめに

○　当審議会は，「給付と負担の公平」，「医療費の

規模及びその財源・負担のあり方」及び「医療保険

制度の枠組み及び保険者運営のあり方」を中心に，

医療保険制度の諸課題につき本年3月以降精力的に

審議を重ねてきた。

○　社会保障制度は，国民経済のあり方と深いか

かわりを持っており，相互に影響し合っているが，

かつてのような高い成長率は望めないという近年の

経済基調の変化の下で，社会保障と国民経済双方の

調和をいかに保っていくかが課題となっている。

○　医療保険制度については，人口の高齢化等の

影響により医療費は着実に高率で伸びる一方，近年

の経済基調を反映し保険料等の収入は伸びず，赤字

構造体質に変化してきており，その財政は深刻な事

態に立ち至っている。

こうした中で，国民一人一人が健康で安心して生

活できる高齢社会を確立するという視点に立って，

国民皆保険体制の維持とその効率的な運営を図るこ

とにより，医療保険制度に対する国民の信頼を確保

していくことが求められている。

このため，厳しい事態の変化が広く認識されるよ

うにするとともに，これへの対応策についていくつ

かの選択肢を示しながら，国民合意の形成に努めて

いかなければならない。

○　他方，高齢者介護のあり方が大きな課題とな

っており，新たな高齢者介護システムの創設を巡る

論議が活発に行われている。

新介護システムの創設は，老人保健制度及び医療

保険制度とも大きなかかわりがあることから，これ

を契機に，医療保険制度における従来からの課題に

ついて，できる限りの対応を行うことが必要である。

○　以上のような基本的な認識に立って，今後当

審議会において検討すべき課題とその方向性の枠組

みについて中間的に取りまとめたので，以下のとお

り報告する。

2　経済基調の変化と国民医療費

（1）国民医療費，特に老人医療費の適正化

○　高齢化の進行に伴い，長期にわたる入院など

による入院医療費の増加等により，老人医療費を中

心として国民医療費が増嵩し，国民経済が低成長の

まま推移するとすれば，国民医療費は国民所得の伸

びを上回って伸びていくことが予想される。

○　このため，老人医療費をはじめとする国民医

療費の伸びをどの程度のものにとどめるかについて

論議を深めていくことが必要である。その際，まず，

老人医療費の適正化が必要であり，高齢者がその状

態に応じたふさわしいサービスが受けられるように

するという観点に立った総合的な対策を講ずる必要
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がある。

○　また，国民医療費を適正化するためには，良

質な医療の供給という医療保険制度本来の目的の達

成を図りつつ，疾病予防等の健康づくり対策をはじ

め従来からの医療費適正化対策を一層推進するとと

もに，患者の状態にふさわしい効率的な医療を確保

するための診療報酬における対応や患者負担のあり

方も検討する必要がある。

あわせて，①新技術の保険導入に当たっての費用

対効果分析の実施，②医療機関の機能分担及びその

連携の促進策のあり方，③患者の健康管理の促進や

事務処理の効率化を図るための情報処理技術の活用

についても検討するなど，医療保険制度だけにとど

まらない幅広い視点に立った検討を行っていく必要

がある。

（2）国民医療費の負担

○　今後様々な医療費適正化対策を講じていかね

ばならないが，国民医療費が国民所得の伸びを超え

て伸びていく場合に，国民医療費の財源は保険料．

公費負担・患者負担により構成されていることから，

①保険料の引き上げ，②国や地方公共団体の負担の

引上げ，③給付の範囲の見直しや患者負担のあり方

について総合的に検討する必要がある。

3　当面の検討課題

（1）新たな高齢者介護システム創設との関連

○　現在，老人保健福祉審議会において，高齢者

を対象とした新たな介護システム創設について検討

が行われている。

新介護システムが，高齢者の心身の状況等に応じ

たよりふさわしい処遇を行い，もって介護を主たる

ニーズとして長期に一般病院等に入院しているケー

スの適切な解決が図れるような形で創設されるので

あれば，疾病の治療を本来の目的とする医療保険制

度の適正な運営にも資することとなるので，その創

設の持つ意義は，医療保険制度の側からも大きいも

のがある。

○　なお，新介護システムによるサービスや費用

負担等の具体的な内容については，老人保健福祉審

議会の検討を待つ必要があるが，その検討状況を踏

まえ，次のような点について検討を進めていく必要

がある。

①　介護を主たるニーズとして長期に入院してい

る高齢者の問題の適切な解決のため，新介護システ

ムによるサービスと医療保険によるサービスとの間

で適切な役割分担を図ること

②　新介護システムによる費用負担と医療保険に

よる費用負担（患者負担等及び保険料）との間でで

きるだけ整合性を図ること

（2）老人保健制度見直しとの関連

○　老人医療費負担のあり方については，3年以

内に見直しを行うこととされているが，医療保険制

度会体における公平の観点から，検討が加えられる

べき論点としては以下のものが考えられる。

①高齢者世代と若年齢世代の間の負担の公平

老人医療費の相当部分は，現役の若年齢世代が負

担しているが，その負担は年々高まっている。他方，

高齢者世帯の所得水準は個人差も大きいが，平均で

見ると若年齢世帯との間にあまり差がなく，資産保

有状況も平均的には若年齢世帯を上回っている。

こうした点を踏まえ，患者負担や保険料負担にお

ける世代間の公平の観点から高齢者の医療費につい

ては，受益に応じた負担を含め，高齢者に応分の負

担を求めるという考え方についても検討が加えられ

る必要がある。

②保険料負担における高齢者世代内の公平

高齢者の負担に関しては，国民健康保険において

は全ての高齢者が一定の保険料負担をしている一方，

現行の被用者保険において被扶養者は保険料賦課の

対象となっていない。高齢者世代内の公平な負担と

いう観点から，このような被扶養者の位置付けをど

う考えていくのか検討する必要がある。

③　若年齢世代内の負担の公平

①及び②の検討に関連し，産業構造や就業構造の
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変化に伴い，国民健康保険において高齢者の加入が

増加する一方，被用者保険への移行により若年齢者

の加入が減少していることを踏まえ，老人保健制度

における若年齢世代内の負担の公平についても，検

討が行われる必要がある。

○　なお，高齢者の経済的地位は向上しているが，

その負担を求める場合においては，直ちに急激な負

担増とならないような配慮も必要である。

（3）給付のあり方

○　医療保険各制度を通ずる給付と負担のあり方

については，医療費の適正化対策の実施状況も含め

た今後の保険財政の見通しを踏まえ，総合的に検討

していく必要があり，老人保健制度見直しとの関連

で指摘した課題のほか，昭和59年改正法により本則

上8割給付とされた被用者保険の本人給付率及び同

法附則第六三条の給付率の統一に関する問題につい

ても，検討を行う必要がある。

その際，保険料負担や財政への影響等について幅

広い検討が求められるとともに，①適正な自己負担

による患者のコスト意識の涵養，②給付の重要度や

必要度に応じた負担のあり方及び③必要な受診が抑

制されないことに留意する必要がある。

○　また，平成5年12月の建議において指摘した

とおり，薬剤給付についての検討も必要である。

我が国における薬剤費の国民医療費に占める割合

は比較的高いとの指摘があり，また，地域により使

用する薬剤量に相当の差があることなどから，薬剤

使用について種々の意見がある。今後，幅広く薬剤

使用の適正化を推進するとともに，薬剤に対するコ

スト意識を喚起するなどにより，薬剤が有効かつ適

切に使用されるよう，患者負担のあり方について検

討する必要がある。

その際，中央社会保険医療協議会においても，薬

価基準，診療報酬上の措置等について検討が進めら

れており，同協議会とも連携を取りながら，総合的

な検討が行われる必要がある。

（4）国民健康保険制度の改革

○　国民健康保険においては，低所得世帯が多い

ため，中間所得層に負担が偏り，その保険料負担は

相当重くなっているのが実情である。

低所得者の多くは高齢者であるが，公的年金受給

者に係る保険料算定上の特例をはじめとする控除に

よって保険料の賦課対象所得が低くなっていること

も踏まえ，若年齢世代との負担の公平の観点から，

国民健康保険制度内における負担の公平を図るべく，

保険料負担のあり方について検討していく必要があ

る。

○　国民健康保険においては，地域間で保険料負

担に放置できない格差も見受けられるので，不合理

な格差については，その是正のための新たな方策に

ついて検討する必要がある。

また，国民健康保険制度における小規模保険者の

問題を併せて解決を図るという観点から，例えば都

道府県単位等広域的な単位での保険料負担のあり方

についても検討する必要がある。

（5）政府管掌健康保険の財政運営
の見直し

○　政府管掌健康保険は，単年度収支では既に大

幅な赤字基調となっており，これまで述べてきた課

題についての検討と併せ，中期財政運営のあり方も

含め，政府管掌健康保険独自の対応策についても，

検討を行う必要がある。

4　その他

○　老人保健制度のあり方に密接にかかわる問題

については，老人保健福祉審議会とも連携を取りな

がら検討を進めることとする。

○　またこの中間取りまとめにおいて検討の必

要性を指摘した事項については，国民の選択にかか

わるものであり，本報告を契機に，医療保険制度の

運営にかかわる関係者を含め，国民各層で広範な論

議が行われることを期待する。
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